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＜はじめに＞ 

 地方分権の進展に伴い、これまで以上に責任ある地域経営が地方公共団体に求められて

います。それに伴い、地方公共団体は内部管理強化と外部への分かりやすい財務情報の開

示をする必要があります。 

このような中、平成 18 年６月、総務省は「簡素で効率的な政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律（行政改革推進法）」を施行し、地方自治体に対して、資産・債務の

管理を企業会計の手法に準じた新しい会計制度（新地方公会計制度）に基づき財務書類を

整備するよう要請してきました。そして、「新地方公会計制度研究会報告書」の中で「総務

省方式改訂モデル」と「基準モデル」の二つのモデルが示されました。「総務省方式改訂モ

デル」は既存の地方財政状況調査の数値を活用して作成する方法です。一方、「基準モデル」

は固定資産台帳を整備し、個々の取引情報を発生主義により複式記帳して作成する方法で

す。 

総務省が推進している新地方公会計制度は、財政の透明性を高め、住民に対する説明責

任をより適正に果たし、財政の効率化・適正化を図ることを目的にしており、「発生主義」

による企業会計手法を活用した制度です。       

このような流れを受けて、本市は、「総務省方式改訂モデル」を採用し、普通会計ベース

の財務書類及び特別会計・一部事務組合・第三セクターなどを含めた連結ベースの財務書

類を作成して公表してきました。 

 

＜統一的な基準の導入＞ 

 総務省は平成 27年１月に「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務大

臣通知）」により、平成 27年度から 29 年度までの３年間で、全ての地方公共団体において

「統一的な基準」による財務書類などを作成するよう要請しました。財務書類などの作成

には固定資産台帳の整備が必須であり、固定資産の増減を明確に把握することができます。

また、作成方式を統一することにより、団体間での比較が容易となります。 

本市では、この総務省の要請を受け、早期に取組みを開始し、平成 27年度決算より、「統

一的な基準」による財務書類を作成し公表することとしました。作成した財務書類は、他

自治体間との比較などの財政状況の分析（11 頁）に活用されています。 

 

＜基準日＞ 

作成の基準日は、令和７年３月 31日とし、令和７年４月１日から令和７年５月 31 日ま

での出納整理期間における入出金は、作成基準日までに終了したものとして処理していま

す。         
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＜対象とする会計の範囲＞ 

一般会計等  
一般会計等 

財務書類 

 

全体財務書類 

 

連結財務書類 

○一般会計 

   

公営事業会計    

○国民健康保険特別会計 

○後期高齢者医療保険特別会計 

○介護保険特別会計 

○工業団地建設事業特別会計 

【公営企業会計】 

○水道事業会計 

○病院事業会計 

○下水道事業会計 

  

一部事務組合等 

東遠広域施設組合    

御前崎市牧之原市学校組合 

牧之原市御前崎市広域施設組合 

中東遠看護専門学校組合 

東遠学園組合 

小笠老人ホーム施設組合 

静岡県市町総合事務組合 

静岡県後期高齢者医療広域連合 

静岡地方税滞納整理機構 

静岡県大井川広域水道企業団 

東遠工業用水道企業団 

 

第三セクター 

(財)御前崎市振興公社 

㈱御前崎ケーブルテレビ 

(有)グランパークあらさわ 

御前崎まちづくり㈱ 

御前崎港運㈱ 
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財務書類４表の相関関係 

財務書類は、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書及び純資産変動計算書の４種

類があり、財務書類４表と呼ばれています。下図のとおり、財務書類４表はそれぞれ相関関係

があります。 

○ 貸借対照表 

  市が保有する資産とその資産をどのような財源で取得したかを金額で表します。 

○ 行政コスト計算書 

１年間の行政サービスに係る経費とその行政サービス提供の対価として得られた財源を表

します。 

○ 純資産変動計算書 

貸借対照表の純資産が１年間にどのように変動したかを表します。 

○ 資金収支計算書 

  １年間のすべての行政サービスに要した現金の動きを表します。 

貸借対照表  行政コスト計算書 

借方 貸方 経常行政費用－経常収益 

∥ 

純経常行政コスト 

± 

臨時損益 

∥ 

純行政コスト 

資産 

 

現預金 

負債 

純資産 

資産合計 
負債・純資産 

合計 

資金収支計算書 純資産変動計算書 

支出－収入 

∥ 

資金増減額 

＋ 

前年度末資金残高 

∥ 

本年度末資金残高 

＋ 

本年度末歳計外現金残高 

∥ 

本年度末現金預金残高 

前年度末純資産残高 

｜ 

純行政コスト 

｜ 

税収等、国県等補助金 

± 

資産評価差額等 

∥ 

本年度末純資産残高 

 

① 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の額は、資金収支計算書「本年度末現金預金残高」と

一致 

② 貸借対照表の「純資産」の額は、資産と負債の差額として計算され、純資産変動計算書の「本

年度末純資産残高」と一致 

③ 行政コスト計算書の「純行政コスト」の額は、経常行政コストと経常収益の差額であり、純

資産変動計算書の「純行政コスト」と一致 

④ 貸借対照表の「資産合計」は「負債・純資産合計」と一致

① 
② 

③ 

④ 
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財務書類について 

１ 貸借対照表 

行政サービスの提供に利用する資産や売却可能な資産を、市が年度末にどれだけ保有する

のかを示すと同時に、その資産を調達するための財源がどのように賄われているのかを示し

た財務書類です。資産、負債、純資産の３要素から構成されており、表の左側と右側で、「資

産＝負債＋純資産」の関係が成り立っています。 

① 資 産：将来世代に引継ぐ社会資本や債務返済の財源など   ⇒「市民の財産」 

② 負 債：将来の世代で返済することになる債務（借入金など） ⇒「将来世代の負担」 

③ 純資産：国や県の負担及び現世代・過去世代が既に負担した金額 

⇒「これまでの世代の負担」 

（１）概要【連結会計】 

令和６年度末の資産合計は、建物や物品の除却や、事業用資産に係る減価償却により固定

資産が減少したことで、前年度から 31 億円減少の 1,128 億円となりました。負債合計は下

水道事業会計において、償還の終了した地方債が増加したことにより５億円減少の 364 億円。 

純資産合計は純行政コストが財源を上回っているため、27 億円減少の 763 億円となりまし

た。 

 

 

（２）一般会計等に係る指標 

 

※令和６年度の類似団体平均はまだ公表されていません。 

※類似団体平均値は令和５年度の類似団体区分による平均値となります。 

住民一人当たり資産額は、

前年度と比較して 1.5万円減

少しました。令和３年度に、

類似団体区分の変更により

類似団体平均値が大きく減

少してから、平均値を上回っ

て推移し続けています。当該

指標は、資産形成度をみるこ

とができます。類似団体と比

較することにより、自団体の

行政サービスに対して資産

が適切な量であるか評価で

きます。 

①資産の部
一  般
会計等

全　体
会　計

連　結
会　計

前年度
増  減

②負債の部
一  般
会計等

全　体
会　計

連　結
会　計

前年度
増  減

１．固定資産 820 985 1,037 △ 27 １．固定負債 106 315 337 △ 7

事業用資産 255 292 314 △ 9 地方債等 92 132 137 △ 1

インフラ資産 372 599 611 △ 15 退職手当引当金 11 29 31 △ 1

物品 14 28 29 △ 3 ２．流動負債 12 24 27 2

無形固定資産 2 2 25 1 １年内償還予定地方債 7 11 12 1

投資及び出資金 160 17 1 0 負債合計 118 340 364 △ 5

基金 14 41 50 △ 1 ③純資産の部

２．流動資産 48 77 91 △ 3 固定資産等形成分 858 1,022 1,074 △ 28

現金預金 9 29 41 △ 3 余剰分（不足分） △ 107 △ 300 △ 311 1

基金 37 37 37 0 純資産合計 750 722 763 △ 27

資産合計 868 1,062 1,128 △ 31 負債・純資産合計 868 1,062 1,128 △ 31

※表示金額は億円単位となっており、四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

※内訳は主なものを記載しています。

（単位：億円）

借　　方 貸　　方
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２ 行政コスト計算書 

行政コスト計算書とは、民間の損益計算書にあたるもので、１年間の行政活動のうち、

福祉サービスやごみの収集のように資産の形成には結びつかない行政サービスに係る

経費を「経常費用」として、また、その行政サービスに対する、使用料や手数料などの

受益者負担額を「経常収益｣として表したものです。 

行政活動のうち、人件費や社会保障経費などの経常的なコストの水準とそれを受益者

負担でどの程度賄っているのかを示しています。 

 

（１）概要【連結会計】 

令和６年度末の純行政コストは、前年度から６億円増加し、271 億円となりました。 

経常費用は６億円増加の 336 億円、経常収益は前年度と同様に 66 億円となりました。 

純行政コストの増加は、人件費の増加や補助金等の増加、台風 10 号や集中豪雨によ

る新野川取水口や市道114号線の災害復旧工事があったことによる臨時損失の増加が主

な要因となります。 

経常費用では、物件費等の占める割合が全体の 36％と最も大きく、次いで補助金等の

23％となっています。 

 
 

 

 

（単位：億円）

一   般
会計等

全　体
会　計

連　結
会　計

前年度
増   減

経常費用　Ａ 172 291 336 6

１．業務費用 98 174 195 3

(1)人件費 32 63 68 2

(2)物件費等 63 104 120 0

２．移転費用 74 117 141 3

(1)補助金等 43 93 78 2

(2)社会保障給付 24 24 63 2

(3)他会計への繰出金 7 - - -

経常収益　Ｂ 5 54 66 0

１．使用料及び手数料 2 44 46 0

純経常行政コストＣ＝Ａ－Ｂ 167 238 270 5

臨時損失　Ｄ 1 1 1 1

臨時利益　Ｅ 0 0 0 0

純行政コストＦ＝Ｃ＋Ｄ－Ｅ 168 238 271 6
※表示金額は億円単位となっており、四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

※内訳は、主なものを記載しています。

有形固定資産減価償却率は、

前年度と比較して 1.9 ポイント

増加しました。当該指標は、保

有資産が耐用年数に対してどの

程度経過したかを把握すること

ができます。施設ごとの指標を

出すことで、老朽化対策の検討

をすることができます。 
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（２）一般会計等に係る指標  ※令和６年度の類似団体平均はまだ公表されていません。 

 

 

 

３ 純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、貸借対照表の「純資産」の部に計上されている各数値が１年間

でどのように変動したかを表している計算書です。この計算書により、「資産」を形成

するために過去又は現世代が負担してきた「純資産」が、この１年間でどのような理由

でどの程度増えたのか、あるいは減ったのかが分かります。 

 

（１）概要【連結会計】 

令和６年度末の純資産残高は、前年度から 27 億円減少し 763 億円となりました。 

財源と純行政コストの差である本年度差額は、１億円減少の△28 億円となりました。 

財源のうち、税収等は一般会計における地方交付税やふるさと納税の増加により３億

円増加し、国庫補助金等は３億円増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受益者負担比率は、前年度と

同等に推移しました。当該指標

は行政サービス提供に対する

負担について使用料などでど

の程度賄えているのかを表し

ます。 

本市は令和５年度まで類似

団体平均を下回っており、公的

負担が大きいことがわかりま

す。一方で、公共施設使用料の

見直しを進めており、受益者負

担比率は増加しております。 

（単位：億円）

一   般
会計等

全　体
会　計

連　結
会　計

前年度
増   減

前年度末純資産残高 774 750 790 △ 29

純行政コスト △ 168 △ 238 △ 271 △ 6

財源 144 210 243 5

(1)税収等 96 129 146 3

(2)国庫補助金等 48 80 97 3

本年度差額 △ 24 △ 29 △ 28 △ 1

資産評価差額 0 0 0 0

無償所管換等 1 △ 1 1 2
比例連結割合変更に伴う差額 - - 1 1

その他 - - 0 0

本年度純資産変動額 △ 24 △ 28 △ 27 1

本年度末純資産残高 750 722 763 △ 27

※内訳は、主なものを記載しております。

※金額は、億単位となっており、四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

住民一人当たり行政コスト

は、前年度と比較して 2.9 万円

増加しました。当該指標は、行

政活動の効率化をみることがで

きます。 

職員給与のベースアップによ

る人件費の増額や、人口の減少

等が要因となりコストが上昇し

ました。 
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（２）一般会計等に係る指標  ※令和６年度の類似団体平均はまだ公表されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

純資産比率は、前年度と比較して 0.6 ポイント減少しましたが、令和５年度までは類似団体

平均を上回り高い水準で推移しています。当該指標は、どの世代の負担により資産形成が行わ

れたかを表します。今まで地方債（借入金）に依存することなく道路や公共施設などを整備し

た結果が表れています。 

純資産の減少は、将来世代が利用可能な資源を過去及び現世代が消費して便益を享受してい

ること表します。 
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４ 資金収支計算書 

資金収支計算書は、民間企業会計におけるキャッシュフロー計算書にあたるもので、

１年間における現金(資金)の流れを「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」

の３つの区分に分けて表した財務書類です。 

① 業務活動収支：②～③以外の業務の提供に関するもの 

② 投資活動収支：固定資産の取得や売却、基金の積立てや取崩しなどに関するもの 

③ 財務活動収支：地方債などの資金の調達や償還に関するもの 

 

 

（１）概要【連結会計】 

令和６年度末の資金残高は、前年度から３億円減少の 39 億円となりました。 

業務活動収支は１億円減少の 13 億円、投資活動収支は３億円増加し△14 億円となり

ました。財務活動収支は、３億円減少の△１億円となっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円）

一   般
会計等

全　体
会　計

連　結
会　計

前年度
増   減

業務活動収支 4 9 13 △ 1

１．業務支出 141 244 286 4

２．業務収入 146 254 300 4

投資活動収支 △ 6 △ 12 △ 14 3

１．投資活動支出 17 24 26 △ 1

２．投資活動収入 11 12 12 2

財務活動収支 0 △ 1 △ 1 △ 3

１．財務活動支出 7 11 12 0

２．財務活動収入 6 11 11 △ 3

本年度資金収支額 △ 2 △ 3 △ 3 △ 2

前年度末資金残高 8 30 42 △ 1

比例連結割合変更に伴う差額 - - 0 0

本年度末資金残高 6 27 39 △ 3

前年度末歳計外現金残高 2 2 2 0

本年度末歳計外現金増減額 0 0 0 0

本年度末歳計外現金残高 2 2 2 0

本年度末現金預金残高 9 29 41 △ 3
※表示金額は億円単位となっており、四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

※内訳は、主なものを記載しております。
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（２）一般会計等に係る指標  ※令和６年度の類似団体平均はまだ公表されていません。 

 

※1業務活動収支には、支払利息支出を除いています。 

※2投資活動収支には、基金積立金支出及び基金取崩収入を除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

基礎的財政収支は、前年度と比較して赤字額が６百万円減少しました。当該指標は、歳入

歳出のバランスを表します。令和６年度は、普通交付税の追加交付による臨時的な収入の増

加や、地方特例交付金、ふるさと納税などの収入が増加したことにより業務活動収支が黒字

の 470 百万円となりました。業務活動収支が赤字ならば、経常経費を経常収入（税収など）

で賄いきれていないことを表します。 
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５ 一般会計等における周辺市との比較 

周辺市との比較 (令和５年度) 

項目 単位 御前崎市 菊川市 牧之原市 

純資産比率 ％ 87.0 77.9 74.1 

有形固定資産減価償却率 ％ 63.3 67.8 60.8 

住民一人当たり行政コスト 万円 53.6 38.2 43.2 

受益者負担比率 ％ 2.7 4.4 5.1 

住民一人当たり資産額 万円 293.7 166.2 206.3 

 住民一人当たり有形固定資産額 万円 138.6 88.6 124.3 

基礎的財政収支 

項目 単位 御前崎市 菊川市 牧之原市 

業務活動収支 ※１ 百万円 634 2,575 2,319 

投資活動収支 ※２ 百万円 -854 -1,759 -2,124 

基礎的財政収支 百万円 -220 816 195 

※１ 支払利息支出を除く      ※２ 基金積立金支出及び基金取崩収入を除く 

本市は周辺市と比べ、純資産比率が大きい数値を示しています。これは、本市が借金に頼らず、公共

施設等を整備してきたためです。一方で、本市の純資産比率は年々、減少が続いています。これは、純

行政コストが税収等や国県等補助金よりも大きく、不足分を基金の取崩しで補っていることや公共施設

等の整備の財源として市債を発行しているためです。純資産比率の減少が続くことは、将来世代への負

担が大きくなっていることを示しています。 

有形固定資産減価償却率は周辺市の中間に位置しています。 

住民一人当たり行政コストは、周辺市と比べて大きいことから、周辺市よりも行政活動の効率性が低

いことを表しています。 

受益者負担比率は、周辺市と比較して小さくなっています。受益者負担比率が小さいことは、公的な

負担が大きく、受益者は少ない負担で特定の行政サービスを享受していることとなります。 

住民一人当たり資産額や有形固定資産が周辺市と比べ、大きい数値を示しています。これは、公共施

設やインフラ資産が多く充実している反面、それらを維持修繕するための費用が大きくなることが予想

されます。 

基礎的財政収支は、周辺市と比べると本市のみ赤字となっています。業務活動収支は、令和５年度は

黒字となりましたが、周辺市町に比べて黒字額は小さくなっています。黒字に転じた要因としては、普

通交付税の追加交付などの臨時的要因が大きいため、今後も業務活動収支の変動には注意が必要です。

投資活動収支は、小学校の給水管更新工事や、CATV 施設の非常用発電機更新工事など、公共施設等整

備費支出が大きいため、赤字となっています。不足する資金を補填するため、市債の借入を行っており、

本市の市債残高は令和６年度末には 99.5 億円となりました。業務活動収支を改善しなければ、これら

の市債の返済ができなくなる可能性を示唆しています。 

 以上のことを踏まえますと、持続可能な財政運営を目指すには、業務活動収支を改善する必要があり

ます。そのためには、既存事業の縮小や廃止、広告収入、公共施設の使用料の見直しなどによる歳入を

増やすことなどの施策を実施していくことが急務であります。また、本市は業務活動収支のうち、公営

企業の運営や公共施設の指定管理に係る一般会計の負担が大きいことから、公営企業の経営改善や公共

施設のあり方について議論する必要があります。 

住民一人当たり有形固定資産額が大きい一方で、本市は人口や税収の減少が続いています。これらを

踏まえ、今後は公共施設等の機能集約化や廃止などを行い、人口規模にあった公共施設等の運営管理を

する必要があります。また、本市公共施設等総合管理計画によると、2035 年から 2036 年は建て替えが

集中する時期となっており、公共施設の老朽化に備え、公共施設整備基金を積み立てるなど、その財源

の確保に努めていく必要があります。 
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〇純資産比率 

計算式    純資産÷資産合計 

貸借対照表における純資産額を資産額で除した割合です。純資産比率の変動は、将来世代と

過去及び現世代との間で負担の割合が変動したことを表します。 

 公共施設やインフラ整備を現役世代だけで負担してきたことが要因です。しかし、公共施設や

インフラなどの耐用年数が長い資産は、将来世代も負担すべきものです。 

 市税などの減少により現役世代だけの負担は難しい財政状況となっており、将来世代も利用す

る資産という観点から、現役世代と将来世代の負担を平準化するために、財源として市債を発行

し、整備を進めていくことになります。そのため、周辺市に比べて 13％程度高くなっている純

資産比率は、今後減少が見込まれます。 

 

〇有形固定資産減価償却率 

計算式               減価償却累計額 

有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額 

有形固定資産(公共施設や道路・橋りょうなど)のうち、減価償却されない資産(土地)を除い

た資産の取得価格等に対する減価償却累計額の割合です。全体の資産が耐用年数に対して資産

の取得からどの程度経過しているかを把握することができます。 

有形固定資産減価償却率は周辺市の中間に位置しています。 

 

 

〇住民一人当たり行政コスト 

計算式     純行政コスト÷住民基本台帳人口 

行政コスト計算書における人件費、物件費、減価償却費、補助金等、社会保障給付、他会計

への繰出金などの費用から、それらに係る受益者負担による収入を差し引いて出された純行政

コストを人口で除することで、1 人当たりの行政サービス提供に係るコストがわかります。 

資産の形成には結びつかない行政サービスに係る経費（経常費用）は、どの団体であっても一

定のコストがかかります。分母となる人口が周辺市よりも少ないこと、他会計への繰出金や指定

管理委託料などのコストが大きく、住民一人当たり行政コストは高くなっています。特に病院事

業への一般会計からの繰出金は 9.7 億円となり、不足分は病院事業の現預金を消費して経営を続

けていますが、今後現預金がなくなれば一般会計からの繰出金の増加が見込まれます。一方で、

財源は限られていることから、これらのコストを削減するには、より効率的な行政運営に努めて

いく必要があります。 

 

〇受益者負担比率 

計算式     経常収益÷経常費用 

行政コスト計算書における経常収益は、使用料・手数料などの行政サービスに係る受益者が、

どれだけ行政サービスに対して負担をしているかを表しています。経常収益を行政サービスに

係る経常費用で除することで、行政サービス提供に対する受益者の直接的な負担の割合がわか

ります。 

令和２年度から給食費の無償化を開始した一方で、公共施設使用料の見直しを進めており、受

益者負担比率は増加しております。 

 

-12-



〇住民一人当たり資産額及び住民一人当たり有形固定資産額 

計算式      資産合計(有形固定資産額)÷住民基本台帳人口 

貸借対照表における資産額(有形固定資産額)を人口で除した額です。住民一人当たり、どれだ

け資産を有しているかを表しています。 

電源三法交付金や固定資産税などの財源を有効に活用した結果、周辺市と比べて公共施設やイ

ンフラなどの資産は充実しています。反面、それらの更新や維持補修ための費用が大きくなるこ

とが見込まれます。 

 

 

〇基礎的財政収支 

計算式 

業務活動収支(支払利息支出を除く)＋投資的活動収支(基金積立金支出、基金取崩収入を除く) 

業務活動収支は、税収や補助金収入等の経常的な収入で、人件費、物件費、補助費等の経常

的な支出を賄えているかを表しています。業務活動収支は、投資活動や財務活動に資金を回す

余力があるかを示します。 

投資活動収支は、公共施設等の整備を目的とする支出に対して、施設整備等に充当する補助

金等の収入がどれだけあったかを示します。 

基礎的財政収支は、地方債等の元利償還額を除いた歳出と地方債等発行収入を除いた歳入のバ

ランスを示しています。 

業務活動収支は、固定資産税などの減収幅が大きい一方で、経常経費は概ね横ばいの状態であ

るため、ここ数年は収支のバランスが取れず赤字となり、不足分を基金からの繰り入れで賄って

います。 

投資活動収支については、老朽化した公共施設やインフラの改修・更新による支出が主な要因

です。公共施設やインフラを継続して利用していくためには改修・更新が必要となります。また、

大規模な改修・更新があれば、赤字幅は大きくなります。 

他方、公共施設やインフラの改修・更新や防災対策などのために、市債の発行で財源を確保し

ており、令和６年度の市債残高は 99.5 億円になりました。また、償還額は据置き期間が終了し

た市債の償還が始まり、前年度から1億4,504万円増加し６億4,708万円となりました。今後も、

毎年約１億円の規模で償還額が増加していく見込みです。 

市債の償還のための財源を確保するには、業務活動収支を改善する必要があります。毎年約１

億円の規模で市債の償還額が増加していく見込みであることから、既存事業を継続した上での歳

出の効率化や縮小だけでは限界が生じます。 

今後は、業務活動支出に占める公営企業への繰出しや公共施設の指定管理に係る負担が大きい

ことから、公営企業の経営改善や公共施設のあり方について早急に議論し、政策的に決定して実

行していき、持続可能な財政運営に努めていく必要があります。 
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